
○住むなら宇和島応援金給付要綱

令和４年４月１日

要綱第74号

改正 令和５年４月１日要綱第57号

令和６年３月28日要綱第36号

令和８年３月25日要綱第32号

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市への移住を促進するとともに、子育て世帯の定住を図るた

め、本市に定住する意思をもって住宅を取得する者に対し、予算の範囲内におい

て、住むなら宇和島応援金（以下「応援金」という。）を給付することについて、

宇和島市補助金等交付規則（平成17年規則第47号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１） 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、居住用に供する部分の延

べ床面積が50平方メートル以上の専用住宅又は併用住宅（居住部分の延べ床面積

が総面積の２分の１以上のものに限る。）をいう。

（２） 新築住宅 自己の居住を目的として新たに建築された住宅で、過去に人が

居住したことのない住宅（第６条に規定する給付申請を行う時点（以下「申請

日」という。）において建築工事完了の日から１年を経過したものを除く。）

をいう。

（３） 建売住宅 販売を目的として新たに建築された住宅で、過去に人が居住し

たことのない住宅（申請日において建築工事完了の日から２年を経過したものを

除く。）をいう。

（４） 中古住宅 宇和島市空き家バンクに登録されている住宅（申請日において

売買契約の日から１年を経過したものを除く。）をいう。

（５） 基準日 登記事項証明書に記載された当該住宅の所有権保存登記又は移転

登記の受付年月日をいう。

（６） 移住者 令和４年３月１日以降に本市に転入した者のうち、転入した日の

前日から起算して過去１年の間に本市に住所を有しておらず、転入後１年を経過

していないもの

（７） 移住世帯 世帯員の半数以上が移住者で構成されている世帯



（８） 子育て世帯 本市に住所を有し、申請時において世帯員に18歳未満の者

（申請日が属する年度の４月１日時点において18歳未満である者。ただし、申請

日が属する年度の４月２日が18歳の誕生日の者を含む。）又は妊婦を含む世帯を

いう。

（応援金の給付対象者）

第３条 応援金の給付を受けることができる者は、移住世帯又は子育て世帯の世帯主

であって、次のいずれにも該当するものとする。

（１） 世帯員のいずれかが新築住宅の建築又は建売住宅若しくは中古住宅（３親

等内の親族が所有するものを除く。以下同じ。）の購入に係る契約を行い、当該

住宅の所有権を有する者。ただし、共有名義の場合は世帯員の持分合計が２分の

１以上であること。

（２） 世帯全員（同居する親の世帯を含む。）に前住所地を含め市町村税の滞納

がない者

（３） 取得した住宅に、応援金の申請日から１年以内に入居し、引き続き５年以

上定住する（第５条ただし書きの規定により、親との同居による応援金の加算を

申請する場合にあっては、当該住宅で５年以上同居を継続する）意思がある者

（４） 世帯全員（同居する親の世帯を含む。）が暴力団等の反社会的勢力又は反

社会的勢力と関係を有していない者

（５） 過去に応援金及び宇和島市移住者住宅改修支援事業費補助金の給付を受け

たことがない者

（給付対象経費）

第４条 給付の対象となる経費（以下「給付対象経費」という。）は、新築住宅の建

築又は建売住宅若しくは中古住宅の購入に要する50万円以上の経費（土地購入費を

除く。）とする。なお、建売住宅及び中古住宅の購入に要する経費の売買契約書等

で住宅の購入額が不明な場合等においては、当該住宅及び土地の固定資産税評価額

の比率により給付対象経費を算出することとする。

（応援金の額）

第５条 応援金の額は、給付対象経費に10分の１を乗じて得た額（千円未満の端数切

捨て）又は30万円のいずれか低い額とする。ただし、世帯主又は世帯主の配偶者の

親と同居する場合は、10万円を加算する。

（給付申請）

第６条 応援金の給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、住むなら

宇和島応援金給付申請書兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長



に提出しなければならない。

（１） 取得した住宅に係る工事請負契約書又は売買契約書等の写し

（２） 新築住宅にあっては、契約金額の内訳書（見積書等）の写し

（３） 建売住宅又は中古住宅において、売買契約書等で住宅の購入額が不明な場

合にあっては、取得した住宅及び土地の固定資産税評価額が確認できる書類

（４） 給付対象経費を支払ったことを証する書類

（５） 取得した住宅に係る登記事項証明書の写し

（６） 取得した住宅の位置図及び各階平面図

（７） 個人情報の取扱いに関する同意書（別紙１）又は世帯全員の市町村税の滞

納がないことを証する書類（同居する親の世帯を含む。）

（８） 親との同居により応援金の加算を申請する場合にあっては、世帯主又は世

帯主の配偶者とその親との親子関係を証明できる戸籍謄本等（前号の同意書の提

出があり、市が住民基本台帳等によりその事実を確認することができる場合を除

く。）

（９） 申請者の本人確認書類の写し

（10） 応援金振込口座を確認できる書類の写し

（11） その他、市長が必要と認めた書類

２ 前項に規定する申請書の提出期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める

提出期限とする。ただし、市長が特に認める事由がある場合は、この限りではな

い。

（１） 移住世帯が申請する場合 転入日から起算して１年以内かつ基準日から起

算して６か月以内

（２） 子育て世帯が申請する場合 基準日から起算して６か月以内

３ 応援金の申請は、同一の住宅につき１回限りとする。

（給付決定）

第７条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、応援金の給付を決定し、「住むなら宇和島応援金給付決

定通知書（様式第２号）」により、申請者に対し通知するとともに応援金を給付す

るものとする。

（給付決定の取消し）

第８条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、応援

金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１） 虚偽その他不正の手段により、応援金の給付決定を受けたことが判明した



とき。

（２） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

（応援金の返還）

第９条 市長は、前条の規定により応援金の給付決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分に関し既に応援金が給付されているときは、期限を定めて給付

決定者にその返還を命ずることができる。

（その他）

第10条 この要綱に定めるもののほか、応援金の給付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年４月１日要綱第57号）

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。

３ この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。

附 則（令和６年３月28日要綱第36号）

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。

３ この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。

附 則（令和８年３月25日要綱第32号）

（施行期日）

１ この要綱は令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）



２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（以下「旧様式」とい

う。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。

３ この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。

４ この要綱による改正後の住むなら宇和島応援金給付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後にある申請について適用し、同日前にあった申請については、なお従前

の例による。










